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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　接続用パッドが形成された第１の基板に、チップ部品をワイヤボンディング接続する工
程と、
　第２の基板の電極接続用パッドに、金属コアにはんだ膜が被膜された電極をはんだ付け
する工程と、
　前記電極の前記第１の基板に形成された前記接続用パッドと接合される部位を研磨する
ことにより前記はんだ膜を除去し、前記金属コアが露出した平坦な露出面を形成する工程
と、
　前記第１の基板に形成された前記接続用パッドと前記電極の前記金属コアが露出した部
位を、フラックス不含有の導電性接合部材を用いて接合し、前記チップ部品が内蔵される
よう前記第１の基板と前記第２の基板を接合する工程と、
　前記第１の基板と前記第２の基板との離間部分に樹脂を充填して前記チップ部品および
前記電極を封止する工程と
を有することを特徴とするチップ内蔵基板の製造方法。
【請求項２】
　前記導電性接合部材は、フラックス不含有の導電性ペーストであることを特徴とする請
求項１記載のチップ内蔵基板の製造方法。
【請求項３】
　前記金属コアの材質が銅であることを特徴とする請求項１又は２記載のチップ内蔵基板
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の製造方法。
【請求項４】
　前記導電性ペーストは、フィラーとして銅又は銀を用いていることを特徴とする請求項
２記載のチップ内蔵基板の製造方法。
【請求項５】
　接続用パッドが形成された第１の基板に、チップ部品をワイヤボンディング接続する工
程と、
　第２の基板に設けられた電極接続用パッドに、金属ボールからなり基板面から突出する
電極をフラックス不含有導電性ペーストにより接合する工程と、
　前記電極の前記第１の基板に形成された前記接続用パッドと接合される部位を研磨処理
して平坦化する工程と、
　前記第１の基板に形成された前記接続用パッドと前記電極をフラックス不含有の導電性
接合部材を用いて接合し、前記チップ部品が内蔵されるよう前記第１の基板と前記第２の
基板とを接合する工程と、
　前記第１の基板と前記第２の基板との離間部分に樹脂を充填し、前記チップ部品及び前
記電極を封止する工程と
を有することを特徴とするチップ内蔵基板の製造方法。
【請求項６】
　前記導電性接合部材は、フラックス不含有の導電性ペーストであることを特徴とする請
求項５記載のチップ内蔵基板の製造方法。
【請求項７】
　前記金属ボールが銅ボールであることを特徴とする請求項５又は６記載のチップ内蔵基
板の製造方法。
【請求項８】
　前記導電性ペーストは、フィラーとして銅又は銀を用いていることを特徴とする請求項
６記載のチップ内蔵基板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はチップ内蔵基板の製造方法に係り、特に一対の基板間にチップが内蔵されたチ
ップ内蔵基板を製造するチップ内蔵基板の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、半導体チップが内設された半導体装置を用いた電子機器の高性能化が進められて
おり、基板へ半導体チップを実装する場合の高密度化や、また半導体チップを搭載した基
板の小型化、省スペース化などが求められている。
【０００３】
　このため、半導体チップが埋め込まれた基板、いわゆるチップ内蔵型の配線基板（以下
、チップ内蔵基板という）が提案されており、半導体チップを基板に内蔵するための様々
な構造が提案されている。
【０００４】
　このチップ内蔵基板の一例として、例えば特許文献１に開示されたものがある。この特
許文献１に開示されたチップ内蔵基板は、第１の実装基板と第２の実装基板との間にスペ
ーサとして機能するバンプが設けられており、このバンプにより離間された一対の基板の
間にチップ部品が実装された構成とされている。また、一対の実装基板の間に封止樹脂が
配設されることにより、チップを保護する構成とされている。
【０００５】
　また、特許文献１に開示されたチップ内蔵基板の製造方法としては、先ず第１実装基板
上にチップをフリップチップ実装し、続いてスペーサとして機能するバンプを第１実装基
板にはんだ付けする。次に、第１実装基板上に、少なくともバンプの頂点近傍部分が露出
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し、かつチップ部品を封止するように封止樹脂を形成する。
【０００６】
　この封止樹脂が形成されると、その上部に第２の実装基板を前記バンプと電気的に接続
するように積層させる。この上記の各処理を実施することにより、特許文献１に開示され
たチップ内蔵基板は製造されていた。
【特許文献１】特開２００３－３４７７２２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上記の特許文献１に開示されたチップ内蔵基板は、チップ部品を第１の実装基板にフリ
ップチップ実装する方法を用いていた。しかしながら、比較的端子数が少ないチップ部品
の場合には、ワイヤボンディング法を用いた方がフリップチップ実装法に比べて安価で組
み立て性が良好となる場合がある。
【０００８】
　一方、特許文献１に開示されたチップ内蔵基板の製造方法では、チップ実装後にバンプ
を第１の実装基板に配設するが、そのときにはんだ付け処理を行う。この際、特許文献１
には特に記載がないが、通常のはんだ付け処理では第１の実装基板のバンプのはんだ付け
位置にはんだフラックスを塗布し、濡れ性の向上を図ることにより、はんだ接合の信頼性
の向上を図ることが行われる。
【０００９】
　このはんだフラックスは、はんだ付け後に残渣として残った場合に腐食の原因となるた
め洗浄処理が行われる。この洗浄処理は、フラックス除去を確実に行うため、洗浄液は比
較的速い流速ではんだ接合位置に噴射される。
【００１０】
　しかしながら、前記のようにチップ内蔵基板は小型化及び省スペース化が図られており
、バンプの配設位置の近傍にチップが搭載される場合がある。この際、チップ部品が第１
の実装基板にワイヤボンディング法を用いて接続されていると、洗浄液がワイヤにも噴射
されるおそれがあり、この場合にはワイヤが破損したり、またワイヤが変形して隣接する
ワイヤ間で短絡が発生したりするという問題点があった。
【００１１】
　本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、チップ部品を第１の基板にワイヤ接続
しても高い信頼性を維持しうるチップ内蔵基板の製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
上記の課題は、本発明の第１の観点からは、
　接続用パッドが形成された第１の基板に、チップ部品をワイヤボンディング接続する工
程と、
　第２の基板の電極接続用パッドに、金属コアにはんだ膜が被膜された電極をはんだ付け
する工程と、
　前記電極の前記第１の基板に形成された前記接続用パッドと接合される部位を研磨する
ことにより前記はんだ膜を除去し、前記金属コアが露出した平坦な露出面を形成する工程
と、
　前記第１の基板に形成された前記接続用パッドと前記電極の前記金属コアが露出した部
位を、フラックス不含有の導電性接合部材を用いて接合し、前記チップ部品が内蔵される
よう前記第１の基板と前記第２の基板を接合する工程と、
　前記第１の基板と前記第２の基板との離間部分に樹脂を充填して前記チップ部品および
前記電極を封止する工程と
を有することを特徴とするチップ内蔵基板の製造方法により解決することができる。
【００１３】
　また、上記発明において、前記導電性接合部材をフラックス不含有の導電性ペーストと
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してもよい。
【００１４】
　また、上記発明において、前記金属コアの材質を銅としてもよい。
【００１５】
　また、上記発明において、前記導電性ペーストとしてフィラーとして銅又は銀を用いた
ものを用いることとしてもよい。
【００１６】
　また、上記の課題は、本発明の他の観点からは、
　接続用パッドが形成された第１の基板に、チップ部品をワイヤボンディング接続する工
程と、
　第２の基板に設けられた電極接続用パッドに、金属ボールからなり基板面から突出する
電極をフラックス不含有導電性ペーストにより接合する工程と、
　前記電極の前記第１の基板に形成された前記接続用パッドと接合される部位を研磨処理
して平坦化する工程と、
　前記第１の基板に形成された前記接続用パッドと前記電極をフラックス不含有の導電性
接合部材を用いて接合し、前記チップ部品が内蔵されるよう前記第１の基板と前記第２の
基板とを接合する工程と、
　前記第１の基板と前記第２の基板との離間部分に樹脂を充填し、前記チップ部品及び前
記電極を封止する工程と
を有することを特徴とするチップ内蔵基板の製造方法により解決することができる。
【００１７】
　また、上記発明において、前記導電性接合部材をフラックス不含有の導電性ペーストと
してもよい。
【００１８】
　また、上記発明において、前記金属ボールの材質を銅としてもよい。

【００１９】
　また、上記発明において、前記導電性ペーストとしてフィラーとして銅又は銀を用いた
ものを用いることとしてもよい。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、電極のはんだ膜より金属コアが露出した部位、又は金属材料よりなる
電極と接続用パッドとを、フラックス不含有の導電性接合部材を用いて接合したことによ
り、フラックスを洗浄する工程を不要とすることができる。これにより、チップ内蔵基板
の製造工程の簡単化を図ることができる。また、フラックスの洗浄処理を実施しないこと
により、第１の基板にチップ部品をワイヤボンディング接続しても、フラックス洗浄時に
ワイヤの破損や短絡が発生することを防止でき、チップ内蔵基板の信頼性を高めることが
できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　次に、本発明を実施するための最良の形態について図面と共に説明する。
【００２２】
　図１及び図２は、本発明の第１実施例であるチップ内蔵基板の製造方法を製造手順に沿
って説明するための図である。特に、図２（Ｂ）は本実施例の製造方法により製造された
チップ内蔵基板１Ａを示しているが、説明の便宜上、チップ内蔵基板の製造方法の説明に
先立ち、この図２（Ｂ）を用いてチップ内蔵基板１Ａの構成について説明する。
【００２３】
　チップ内蔵基板１Ａは、大略すると第１の基板１０，第２の基板２０，チップ部品１３
，電極２１，及び封止樹脂４０等により構成されている。第１の基板１０は配線パターン
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が形成された配線基板であり、その上面１０ａにチップ状の電子部品１３（以下、チップ
部品という）が複数個搭載されている。本実施例では、チップ部品１３は、Ａｕワイヤ等
のワイヤボンディングに使用されるワイヤ１４を用いて第１の基板１０に形成されたワイ
ヤ接続用パッド１１に接続されている。
【００２４】
　また、第２の基板２０も配線パターンが形成された配線基板であり、配線パターンと接
続した電極２１を有している。この電極２１は、後に詳述するようにフラックス不含有導
電性ペースト３０により第１の基板１０に形成されたバンプ接続用パッド１２と接合され
る。この電極２１は第１の基板１０と第２の基板２０を電気的に接続すると共に、第１の
基板１０と第２の基板２０を所定の距離だけ離間させるスペーサとして機能する。また、
電極２１の高さは、各ワイヤ１４のワイヤループの高さよりも若干大きく設定されている
。
【００２５】
　また、封止樹脂４０は、第１の基板１０と第２の基板２０との間に充填されている。こ
れにより、各チップ部品１３は封止樹脂４０に封止されることにより保護される。また、
封止樹脂４０は接着剤としても機能するため、この封止樹脂４０により第１の基板１０と
第２の基板２０は強固に接合される。
【００２６】
　上記構成のチップ内蔵基板１Ａによれば、チップ部品１３が一対の基板１０，２０の間
に配設された構成となり、また第１の基板１０と第２の基板２０の離間距離は電極２１に
より第２の基板２０がワイヤ１４に接触しない距離に精度よく設定できるため、チップ内
蔵基板１Ａの小型化を図ることができる。
【００２７】
　また、チップ部品１３は一対の基板１０，２０間に配設された封止樹脂４０に封止され
、かつ各基板１０，２０は封止樹脂４０により強固に接合されるため、チップ内蔵基板１
Ａに高い信頼性を持たせることができる。
【００２８】
　続いて、上記構成とされたチップ内蔵基板１Ａの製造方法について説明する。
【００２９】
　チップ内蔵基板１Ａを製造するには、先ず第１の基板１０を用意する。この第１の基板
１０は、例えば通常のプリント基板，プリプレグ材（ガラス繊維にエポキシ樹脂などを含
浸させた材料）よりなるコア基板にスルーホール，有底のビアプラグ，配線パターン，及
びソルダーレジスト等（図示は省略している）を配設した多層配線構成とされている。こ
の第１の基板１０の上面１０ａには、配線パターンに接続されたワイヤ接続用パッド１１
及びバンプ接続用パッド１２が形成されている。
【００３０】
　チップ部品１３は、上記構成とされた第１の基板１０の上面１０ａに搭載される。図１
（Ａ）は、第１の基板１０にチップ部品１３が搭載された状態を示している。このチップ
部品１３は例えば半導体チップであり、本実施例ではフェイスアップで搭載される。
【００３１】
　尚、第１の基板１０に実装されるチップ部品１３は、半導体チップに限定されるもので
はなく、他の電子部品（例えば、キャパシタ、レジスタ、インダクタ等）であってもよい
。
【００３２】
　また、ワイヤ接続用パッド１１及びバンプ接続用パッド１２は、実際は第１の基板１０
の表面に配設されたソルダーレジストに形成された開口部に露出した構成であるが、図１
及び図２では、理解を容易とするために上面１０ａから突出したように図示している。
【００３３】
　上記のようにしてチップ部品１３が第１の基板１０に搭載されると、続いてチップ部品
１３と第１の基板１０とを電気的に接続する工程（ワイヤボンディング工程）が行われる
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。前記のように、本実施例では各チップ部品１３はフェイスアップで第１の基板１０に搭
載されており、このチップ部品１３とワイヤ接続用パッド１１はワイヤボンディング法を
用いて接続される。即ち、第１の基板１０はワイヤボンディング装置に装着され、チップ
部品１３に形成された電極とワイヤ接続用パッド１１との間にワイヤ１４が配設される。
図１（Ｂ）は、チップ部品１３とワイヤ接続用パッド１１との間にワイヤ１４が配設され
た状態を示している。
【００３４】
　図１（Ｃ）は、第２の基板２０を示している。この第２の基板２０は、前記した第１の
基板１０と同様な構成とされている。即ち、例えば通常のプリント基板，プリプレグ材よ
りなるコア基板にスルーホール，有底のビアプラグ，配線パターン，及びソルダーレジス
ト等（図示は省略している）を配設した多層配線構成とされている。この第２の基板２０
の下面２０ｂ（第１の基板と対向する面）には、配線パターンと接続された電極接続用パ
ッド（図示せず）がソルダーレジストに形成された開口から露出した状態となっている。
【００３５】
　上記構成とされた第２の基板２０の電極接続用パッドには、電極２１が接合される。図
１（Ｃ）は、電極２１が第２の基板２０に接合された状態を示している。
【００３６】
　この電極２１は、金属コア２２にはんだ被膜２３が形成（被膜）された構成とされてい
る。本実施例では、金属コア２２として銅製のボールが用いられている（以下、金属コア
２２を銅コア２２という）。
【００３７】
　この電極２１を第２の基板２０に接合するには、先ず第２の基板２０の電極接続用パッ
ドにはんだフラックスを塗布しておき、この電極接続用パッドに電極２１をはんだ付けす
る。また、電極２１を第２の基板２０に接合した後、フラックスの洗浄工程を行う。この
フラックス洗浄を行う際、第２の基板２０は第１の基板１０と接合される前の状態で行わ
れるため、第１の基板１０に影響を及ぼすようなことはない。
【００３８】
　上記のように電極２１が第２の基板２０に接合されると、続いて電極２１の図中下面を
、換言するとバンプ接続用パッド１２と接合される部位を研磨する。この研磨方法として
は、例えばバフ加工法を用いることができる。
【００３９】
　このように、電極２１のバンプ接続用パッド１２と接合される部位を研磨することによ
り、図１（Ｄ）に示すように、はんだ被膜２３は除去され銅コア２２が露出した平坦な露
出面２４が形成される。またこの際、研磨後における電極２１の下面２０ｂからの突出量
（図１（Ｄ）に矢印Ｈ２で示す）は、前記したチップ部品１３をワイヤ接続用パッド１１
に電気的に接続するワイヤ１４のワイヤループの高さ（図１（Ｂ）に矢印Ｈ１で示す）よ
りも高くなるよう設定されている（Ｈ２>Ｈ１）。
【００４０】
　尚、図１（Ａ），（Ｂ）を用いて説明した第１の基板１０にチップ部品１３を搭載する
と共にワイヤ１４で接続する工程と、図１（Ｃ），（Ｄ）を用いて説明した第２の基板２
０に電極２１を接合すると共に電極２１を研磨する工程は、いずれを先に実施ししても、
また並行して実施することも可能なものである。
【００４１】
　上記した第１の基板１０及び第２の基板２０に対する各工程が終了すると、続いて第１
の基板１０と第２の基板２０を接合する工程を行う。
【００４２】
　第１の基板１０と第２の基板２０を接合するには、先ず第１の基板１０に形成されたバ
ンプ接続用パッド１２に導電性接合部材３０を配設する。本実施例では、この導電性接合
部材３０としてはんだフラックスを含有しない導電性ペーストを用いている（以下、導電
性接合部材３０をフラックス不含有導電性ペースト３０という）。このフラックス不含有
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導電性ペースト３０は、接着剤として機能する樹脂内にフィラーとして銅又は銀等の導電
性粒子を混入した構成とされている。
【００４３】
　フラックス不含有導電性ペースト３０がバンプ接続用パッド１２に配設されると、続い
て電極２１とバンプ接続用パッド１２とが対向するよう第１の基板１０と第２の基板２０
との位置決めを行う。図１（Ｅ）は、フラックス不含有導電性ペースト３０が配設された
第１の基板１０の上部に第２の基板２０が位置決めされた状態を示している。
【００４４】
　次に、第１の基板１０と第２の基板２０とを圧接し、必要に応じて加熱する。これによ
り、図１（Ｆ）に示すように、フラックス不含有導電性ペースト３０により電極２１とバ
ンプ接続用パッド１２は接合され、電極２１とバンプ接続用パッド１２は電気的に接続さ
れると共に機械的に固定される。
【００４５】
　この際、一般にはんだと導電性ペーストとの接合性は接合強度などが弱く接続信頼性の
面からも不良であるが、本実施例では図１（Ｄ）を用いて説明したように、電極２１に研
磨処理することによりバンプ接続用パッド１２との接合位置は銅コア２２が露出した露出
面２４となっている。このため本実施例では、フラックス不含有導電性ペースト３０によ
り銅コア２２（露出面２４）とバンプ接続用パッド１２とが接合されることになり、信頼
性の高い接合を実現することができる。
【００４６】
　更に、本実施例のようにフラックス不含有導電性ペースト３０を用いてバンプ接続用パ
ッド１２と電極２１とを接合することにより、従来のようにはんだ付けにより電極とパッ
ドを接続していたときに必要とされたはんだフラックスを不要とすることができる。
【００４７】
　このように本実施例では、電極２１をバンプ接続用パッド１２に接合するのにはんだ付
けを用いていないため、はんだ付けに必要なフラックスを用いていない。このため、本実
施例では従来必要とされたフラックス洗浄を行う工程を不要とすることができ、よってチ
ップ内蔵基板１Ａの製造工程の簡単化を図ることができる。また、フラックスの洗浄工程
を実施しないことにより、第１の基板１０においてチップ部品１３とワイヤ接続用パッド
１１の接続にワイヤ１４を用いても、ワイヤ１４に破損や短絡が発生することはなく、よ
って製造されるチップ内蔵基板１Ａの信頼性を高めることができる。
【００４８】
　また、前記したように電極２１の下面２０ｂからの高さＨ２は、ワイヤ１４の上面１０
ａからのワイヤループ高さＨ１に比べて大きく設定されている（Ｈ２>Ｈ１）。このため
、第１の基板１０と第２の基板２０とを接合した際にワイヤ１４が第２の基板２０と接触
して短絡してしまうようなことはない。
【００４９】
　上記のように第１の基板１０と第２の基板２０が接合されると、続いて図２（Ａ）に示
すように、第１の基板１０と第２の基板２０との離間部分（以下、空間部２５という）に
封止樹脂４０を充填する工程（封止工程）を行う。この封止樹脂４０の充填工程は、空間
部２５の一方（本実施例では図２（Ａ）における右端部）から吸引処理を行いつつ、他方
から封止樹脂４０の充填を行う。このように、吸引処理を行いながら封止樹脂４０の充填
を行うことにより、狭い空間部２５であっても確実に空間部２５内に封止樹脂４０を充填
することができる。
【００５０】
　続いて、封止樹脂４０の硬化工程（例えば、加熱処理）を行うことにより封止樹脂４０
を硬化させ、以上説明した各工程を実施することにより図２（Ｂ）に示すチップ内蔵基板
１Ａが製造される。
【００５１】
　上記のようにして製造されたチップ内蔵基板１Ａは、内部にチップ部品１３等を実装し
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ているため、第１の基板１０の下面１０ｂに外部接続端子として機能するはんだボール５
１を配設した構成とすれば、図２（Ｃ）に示すような電子装置５０Ａとして用いることが
できる。更に、図２（Ｃ）に示す構成において、第２の基板２０の上面２０ａに電子部品
５２を搭載することにより、更に高密度な電子装置５０Ｂを実現することができる。
【００５２】
　次に、本発明の第２実施例に係るチップ内蔵基板の製造方法について説明する。
【００５３】
　図３及び図４は、本発明の第２実施例であるチップ内蔵基板１Ｂの製造方法を製造手順
に沿って示す図である。尚、図３及び図４において、第１実施例の説明に用いた図１及び
図２に示した構成と同一構成については同一符号を付して、その説明を省略する。
【００５４】
　図３（Ａ）及び図３（Ｂ）に示す工程は、図１（Ａ），（Ｂ）に示した工程と同一であ
り、第１の基板１０に対してチップ部品１３を搭載すると共にチップ部品１３とワイヤ接
続用パッド１１とをワイヤ１４により接続する。
【００５５】
　続く図３（Ｃ）に示す工程では、電極となる銅ボール２６を第２の基板２０に接合する
。前記した第１実施例では、銅コア２２にはんだ被膜２３を被膜した電極２１を第２の基
板２０に接合することとしたが、本実施例では銅ボール２６を第２の基板２０に接合した
ことを特徴としている。
【００５６】
　銅ボール２６を第２の基板２０に接合するには、先ず第２の基板２０に形成されている
電極接続用パッドにフラックス不含有導電性ペースト３０（図示せず）を塗布する。続い
て、フラックス不含有導電性ペースト３０が塗布された電極接続用パッドに銅ボール２６
を圧接して銅ボール２６と電極接続用パッドを接合する。
【００５７】
　このように、第１の基板１０と第２の基板２０とを接続する電極として、はんだが被膜
されていない銅ボール２６を用いることにより、フラックス不含有導電性ペースト３０を
用いて銅ボール２６を第２の基板２０に接合することが可能となる。これにより、銅ボー
ル２６を第２の基板２０に接合する際にも洗浄工程を不要とすることができ、チップ内蔵
基板１Ｂの製造工程の簡単化を図ることができる。
【００５８】
　また、本実施例においても、銅ボール２６の下面側を第１実施例の如く研磨処理して平
坦化することで、第１の基板１０の接続用パッド１２との接触面積を広く確保することが
できる。
【００５９】
　上記のように第２の基板２０に銅ボール２６が接合されると、続いて第１の基板１０と
第２の基板２０を接合する処理を行う。この第１の基板１０と第２の基板２０との接合工
程以降の工程は、先に図２（Ａ）～図２（Ｄ）を用い手説明した工程と略同一である。こ
のため、図２（Ａ）以降の工程は簡略して説明するものとする。
【００６０】
　第１の基板１０と第２の基板２０を接合するには、先ず第１の基板１０に形成されたバ
ンプ接続用パッド１２にフラックス不含有導電性ペースト３０を配設する。続いて図３（
Ｄ）に示すように、銅ボール２６とバンプ接続用パッド１２とが対向するよう第１の基板
１０と第２の基板２０との位置決めを行い、次に第１の基板１０と第２の基板２０とを圧
接して必要に応じて加熱する。
【００６１】
　これにより、図３（Ｅ）に示すように、フラックス不含有導電性ペースト３０により銅
ボール２６とバンプ接続用パッド１２は接合され、銅ボール２６とバンプ接続用パッド１
２は電気的に接続されると共に機械的に固定される。
【００６２】
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　この際、本実施例においてもバンプ接続用パッド１２と銅ボール２６はフラックス不含
有導電性ペースト３０を用いて接合されるため、はんだ付け工程を不要とすることができ
る。よって第１実施例と同様に、チップ内蔵基板１Ｂの製造工程の簡単化を図ることがで
き、またワイヤ１４に破損や短絡が発生することを防止できることによりチップ内蔵基板
１Ｂの信頼性を高めることができる。
【００６３】
　上記のように第１の基板１０と第２の基板２０が接合されると、続いて図４（Ａ）に示
すように、第１の基板１０と第２の基板２０との空間部２５に封止樹脂４０が充填され、
この封止樹脂４０を硬化させることにより、図４（Ｂ）に示すチップ内蔵基板１Ｂが製造
される。
【００６４】
　尚、上記のようにして製造されたチップ内蔵基板１Ｂは、第１の基板１０の下面１０ｂ
に外部接続端子として機能するはんだボール５１を配設することにより図４（Ｃ）に示す
ような電子装置５０Ｃとして用いることができ、更に第２の基板２０の上面２０ａに電子
部品５２を搭載することにより、図４（Ｄ）に示すような高密度な電子装置５０Ｄを実現
することができる。
 
【００６５】
　以上、本発明の好ましい実施例について詳述したが、本発明は上記した特定の実施形態
に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明の要旨の範囲内において
、種々の変形・変更が可能なものである。
【図面の簡単な説明】
【００６６】
【図１】図１は、本発明の第１実施例であるチップ内蔵基板の製造方法を製造手順に沿っ
て説明するための図である（その１）。
【図２】図２は、本発明の第１実施例であるチップ内蔵基板の製造方法を製造手順に沿っ
て説明するための図である（その２）。
【図３】図３は、本発明の第２実施例であるチップ内蔵基板の製造方法を製造手順に沿っ
て説明するための図である（その１）。
【図４】図４は、本発明の第２実施例であるチップ内蔵基板の製造方法を製造手順に沿っ
て説明するための図である（その２）。
【符号の説明】
【００６７】
１Ａ，１Ｂ　チップ内蔵基板
１０　第１の基板
１１，１２　ワイヤ接続用パッド
１３　チップ部品
１４　ワイヤ
２０　第２の基板
２１　電極
２２　銅コア
２３　はんだ被膜
２４　露出面
２５　空間部
２６　銅ボール
３０　フラックス不含有導電性ペースト
４０　封止樹脂
５０Ａ，５０Ｂ，５０Ｃ，５０Ｄ　電子装置
５１　はんだボール
６２　電子部品
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